
（平成２２年３月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

国民年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認群馬地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



群馬国民年金 事案 551  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年５月及び同年６月の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等    

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日   :  昭和９年生      

住    所  ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  : ① 昭和 61 年４月から 63 年３月まで 

           ② 昭和 63 年５月及び同年６月  

ねんきん特別便が来て、申立期間の国民年金保険料が未納とされてい

ることに驚いた。当時、町内会の班長が一年交替で保険料を集金に来て

いた。保険料は何をおいても納付していたので未納期間は無いはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間②について、国民年金保険料を納付していたと主

張しているところ、事実、その夫及び長男の保険料は納付されている

ことに加え、住所異動など生活状況に特段の変化が見受けられないこ

とを踏まえると、２か月という短期間の保険料が未納とされているこ

とは不自然である。 

 

２ 一方、申立人は、申立期間①について、夫の国民年金保険料と一緒に

納付していたと主張しているところ、その夫についても、申立期間①

の保険料は未納とされている。 

また、申立期間①当時、申立人と同一世帯に居住し、申立期間①の国

民年金保険料が納付されている申立人の長男に、保険料納付について聴

取したところ、「自分の国民年金保険料納付のことは、覚えていない。

たぶん、父が納付していたと思う」と申述しており、申立人の申立期間

①の具体的な納付状況が確認できない。 

さらに、保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申



  

告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 63 年５月及び同年６月の国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



群馬国民年金 事案 552   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年６月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。   

  

第２ 申立の要旨等    

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日   ： 昭和 24 年生      

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 46 年６月から 49 年３月まで   

昭和 46 年６月に初めてＡ区で一人で住むことになった。同区役所に転

入届を提出した際、20 歳を超えていたので国民年金の加入を勧められ、

加入手続をした。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、昭和 46 年６月のＡ区転入時に同区の出張

所で国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付したと申述している

が、申立人に対し、同区で別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

はうかがえない上、当時の納付状況に関する申述も具体的とは言えず、申

立人が申立期間当時、国民年金保険料を納付していたことを推認するには

不十分である。 

また、国民年金保険料を納付するためには、国民年金手帳記号番号の払

出しを受けなければならないところ、申立人の手帳記号番号は昭和 49 年６

月にＢ区で払い出されており、その時点では、申立期間の一部の保険料は

時効により納付することができない上、ほかに申立期間の保険料をさかの

ぼって納付した事情も見当たらない。 

さらに、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



群馬国民年金 事案 553 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年９月から 53年９月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年９月から 53 年９月まで 

申立期間当時は、Ａ社で働いていたが、厚生年金保険に加入している

のを知らなかったので、国民年金保険料を納付していた。 

社会保険事務所（当時）で昭和 55 年３月に還付金を払ったと言われた

が、同年１月にＢ市からＣ町に住所異動したので、行き違いになったの

だと思う。 

申立期間の国民年金保険料を還付されていないので、還付してほしい。 

                                                                                                       

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人が主張するとおり、国民年金保険料を納付

したことが確認できるものの、当該期間は厚生年金保険被保険者期間であ

り、当該期間の保険料が還付されていることについて不自然さはみられな

い。 

また、申立人は、昭和 55 年１月にＣ町に転出したので、連絡に行き違い

があったのではないかと主張しているが、国民年金被保険者台帳（特殊台

帳）では、住所変更年月日が同年１月 29 日、Ｂ社会保険事務所（当時）か

らＤ社会保険事務所（当時）への移管年月日が同年３月 13 日となっており、

国民年金保険料還付整理簿の支払年月日は同年３月 19 日となっているこ

とから、支払年月日の時点では、Ｂ社会保険事務所は申立人がＣ町に転出

していることを把握していたものと考えられ、転出による行き違いがあっ

たものとは考え難い。 

さらに、国民年金保険料還付整理簿には、還付対象期間、還付金額、還

付決定日及び還付支払日が明確に記載されている上、国民年金被保険者台

帳（特殊台帳）にも、還付対象期間、還付金額及び還付決定日が記載され

ており、それらの記載内容に不合理な点は無く、ほかに、申立人に対し国

民年金保険料が還付されていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと

認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



群馬国民年金 事案 554 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 10 月から 53 年３月までの付加保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生  

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月から 53 年３月まで 

昭和 45 年 10 月の付加年金の制度発足時から付加保険料を納付してい

たが、記録では 53 年４月からの納付となっている。当時、居住していた

Ａ市の同じ社宅に住んでいた人は付加保険料を払っていたものと思われ

る。申立期間について、付加保険料を納付していたことを認めてほしい。 

                                                                                                       

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間について、「付加保険料を納付しており、昭和 45

年 10 月ごろに同じ社宅に住んでいた人は払っていたと思う」と申述して

いるものの、申立人が記憶している同じ社宅の入居者で、付加保険料を

納付していた者は確認できず、申立人の申述とは整合しない上、付加年

金の加入手続に関する申立人の記憶も定かでない。 

また、申立人は申立期間を通じて付加年金に加入した形跡は見当たら

ず、申立人の国民年金被保険者台帳によると、申立人は昭和 45 年度から

47 年度までの保険料については、１年ごとに前納しているものの、その

保険料額は付加保険料を含まない金額であることから、付加保険料を納

付したとする事情もうかがえない。 

さらに、申立期間の付加保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の付加保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

群馬厚生年金 事案 584 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年７月１日から３年４月１日まで 

    Ａ社における被保険者期間のうち、平成２年７月から３年３月までの

標準報酬月額が実際の報酬月額と相違している。当時の報酬月額は 59

万円ぐらいであったので、実際に支払われていた報酬月額に応じた標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間における標準報酬月額は、

平成２年７月から９万 8,000 円とされていることが確認できるが、標準報

酬月額が減額訂正処理された形跡は見当たらない。 

また、申立人は「申立期間当時、Ａ社において事業主であり、社会保険

事務所に対する手続は私が行っていた」旨を回答している。 

さらに、申立人はその主張に基づく厚生年金保険料が給与から控除され

ていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保有しておらず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 585 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年 11 月１日から 35 年 12 月１日まで 

    Ａ社には結婚（昭和 36 年２月）する少し前まで勤めていたので、昭

和 34 年 11 月１日で厚生年金保険の記録が終わっていることには納得が

できない。申立期間について厚生年金保険の被保険者期間と認めてほし

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の事務全般を担当していた申立人の夫の証言及び複数の元従業員か

らの証言から、申立人が同社に昭和 34 年 11 月１日以降も勤務していた

ことは推認できるものの、申立人は、厚生年金保険料控除に関する記憶

が不明瞭な上、前述の元従業員からも保険料控除を推認できるような証

言は得られない。 

また、Ａ社を事業継承しているＢ社の事業主は「Ａ社の事業主を含め、

役員は既に亡くなっていることから詳細について確認が取れず、また、当

時の資料も無いため在籍の事実についても不明である」と回答している。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

が厚生年金保険被保険者として昭和 34 年９月１日に資格を取得し、同年

11 月１日に資格を喪失したことが記載されていることが確認できる上、

同名簿における健康保険整理番号に欠番は無く、申立人の申立期間にお

ける資格再取得の形跡はうかがえない。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料控除の事実を確認でき

る給与明細書等の資料を保有しておらず、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 586 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年４月又は 21 年４月から 22 年５月ま

で 

              （Ａ社Ｂ所） 

              ② 昭和 26 年又は 27 年ごろ 

（Ｃ社） 

             ③ 昭和 34 年６月から 35 年８月ごろまで 

（Ｄ社） 

             ④ 昭和 36 年ごろ 

               (Ｅ社) 

             ⑤ 平成７年２月から同年５月ごろまで 

              （Ｆ社） 

             ⑥ 平成７年６月から同年 12 月 24 日まで 

              （Ｇ社） 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間について照会した

ところ、上記６か所の事業所について加入記録が無い旨の回答があった。

勤務していたことは事実なので各申立期間について厚生年金保険の被保

険者であった期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求 

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が勤務したとするＡ社Ｂ所は昭和 20 年８

月 24 日に適用事業所ではなくなっていること、申立人の勤務期間が確定

できないこと、及び同僚の氏名も確認できないことから、申立期間に係

る勤務実態を推認することができない。 

なお、申立内容によれば、申立人は地元の中学校を卒業後、Ｈ市のＡ

社に就職したとしているところ、申立人の生年月日から推察すると旧制

中学校を卒業するのは昭和 23 年３月となるが、22 年 11 月からは申立人



  

に係る別事業所における厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   申立期間②について、Ｃ社は、「申立人については昭和 30 年５月 20 日

から 31 年４月 20 日までと、32 年７月 16 日から 34 年３月 28 日までの在

職期間の記録が残っている。それ以前について申立人の記録は無い」と

回答しているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいても同様の被保険者記録が確認できる。      

申立期間③について、申立人が勤務していたとするＤ社は、管轄する

法務局において法人登記の記録は無い上、オンライン記録にも厚生年金

保険の適用事業所として確認できない。 

なお、類似名の事業所における健康保険厚生年金被保険者名簿におい

ても申立人の氏名は確認できない。 

   申立期間④について、オンライン記録によると、申立人が勤務していた

とするＥ社は、昭和 37 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所になって

おり、申立期間の 36 年には適用事業所であった記録は確認できない上、

同社が適用事業所となった時点において被保険者資格を取得している従

業員からは申立人に関する証言が得られないことから、申立人が申立期

間④において、同社に勤務していたことを確認できない。 

   申立期間⑤及び⑥について、両事業所に照会したところ、いずれの事業

所も｢60 歳以上の人を正社員として雇い入れ、厚生年金保険に加入させる

ことは無い｣と回答していること、及び申立人は、両申立期間内において

継続して長男の健康保険の被扶養者であった記録が確認できることから、

申立人が両事業所において厚生年金保険被保険者であった事情はうかが

えない。 

すべての申立期間について、申立人は厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保有し

ておらず、このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 587 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31 年 12 月 26 日から 32 年７月 15 日まで 

    申立期間について社会保険事務所（当時）へ厚生年金保険の期間照会

をしたところ、厚生年金保険の被保険者期間となっていない旨の回答が

あったが、当該期間は、Ａ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者であったと認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社Ｃ工場及びＡ社Ｃ支店の両事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿によると、申立人と同様に、昭和 31 年 12 月 26 日にＢ社Ｃ工場

において厚生年金保険被保険者資格を喪失し、32 年７月 15 日にＡ社Ｃ支

店において同被保険者資格を取得している者が申立人を含め７人確認でき、

そのうち連絡のとれた３人に照会したところ、３人とも申立人のことを憶

えており、申立期間について、一緒に同様の業務に従事していたと証言し

ていることに加え、昭和 20 年５月の入社から 59 年３月の退職までＡ社Ｃ

支店に在籍していた同僚は、当時、申立人と一緒に仕事をしており、申立

人を含め６、７人のＢ社Ｃ工場の従業員がＡ社Ｃ支店に異動してきたとい

う記憶がある旨を証言していることから、申立人が申立期間においてＡ社

Ｃ支店に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、前述の７人すべてが昭和 32 年７月 15 日に当該事業所に

おいて厚生年金保険を資格取得していること、及び同事業所の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿を確認したところ、他の被保険者の資格取得日に

ついても一定日にまとまった日付になっていることを踏まえると、同事業

所においては、すべての従業員について、入社と同時に厚生年金保険に加

入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

また、Ｂ社本社総務部及びＡ社Ｃ支店に照会したが、両事業所とも申立

人に係る人事記録等及びＡ社Ｃ支店における前述の同僚の証言について確

認できる資料は無い。 

さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



  

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保有しておら

ず、その記憶も明確ではない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 588 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年６月 28 日から同年 12 月１日まで 

    申立期間にＡ社に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無いの

で、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が、Ａ社に勤務していたことは、期間の特定はできないものの、

申立人の具体的な申述内容及び複数の同僚の証言により推認できる。 

しかしながら、「自分は勤務当初からは社会保険に加入していなかっ

た」と証言している同僚もいること、及び申立人が記憶している同僚には

厚生年金保険被保険者記録が無い者もいることから、当該事業所において

は、申立期間当時、すべての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いで

はなかったことがうかがえる。 

   また、商業登記簿謄本によれば、当該事業所は既に閉鎖されており、関

連資料を得ることができない上、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿に申立人の氏名は見当たらず、申立期間において健康保険整理

番号に欠番は無い。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料控除の事実が確認でき

る給与明細書等の資料を保有しておらず、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


